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独立監査人の監査報告書 

 

令和６年５月31日 

 

 学校法人山口学園 理事会 御中 

 

          監査法人Ｍ＆Ｇ 

                     業務執行社員 公認会計士 富永 真之    

業務執行社員 公認会計士 富永 久恵    

 

  監査意見 

   当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第３項の規定に基づく監査報告を行うため、平成28年６月３日 

  付大阪府教育庁公告第１号に基づき、学校法人山口学園の令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月 

  31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む）、事業活動収支計算書、貸 

  借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む）、重要な会計方針及びその他の注記に 

  ついて監査を行った。 

   当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して学校法人山 

  口学園の令和６年３月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な 

  点において適正に表示しているものと認める。 

 

  監査意見の根拠 

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の 

  基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法 

  人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としての 

  その倫理上の責任を果たしている。 

   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

  その他の記載内容 

   その他の記載内容は、平成28年６月３日付け大阪府教育長公告第１号に基づく貸借対照表、収支計算書、 

  その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事 

  者の責任は、その記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プ 

  ロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。 

   当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ 

  の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

   計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他 

  の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する 

  こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う 

  ことにある。 

   当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その 

  事実を報告することが求められている。 

   その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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  計算書類に対する理事者及び監事の責任 

   理事者の責任は、学校法人会計基準（昭46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示す 

  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し、適正に表示するた 

  めに理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

   計算書類を作成するにあたり、理事者は継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるか 

  どうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。 

   監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視するこ 

  とにある。 

 

  計算書類の監査における監査人の責任 

   監査人の責任は、監査法人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要 

  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対 

  する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正または誤謬により発生する可能性があり、個別にまたは 

  集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判 

  断される。 

   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業 

  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

   ・ 不正または誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対 

     応した監査手続きを立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意 

     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

   ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人は、 

     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統 

     制を検討する。 

   ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積 

     もりの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

   ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また入手した監査証 

     拠に基づき継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性 

     が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書 

     において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、または重要に不確実性に関する計算書類の注記 

     事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査 

     人の結論は、監査報告日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校 

     法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。   

   ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準拠しているかどう 

     かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎とな 

     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

   監査人は、監事に対して計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要 

  な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う 

 

  利害関係 

   学校法人と当監査法人、又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により、記載すべき利害関係 

  はない。 

                                         以 上 
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 学校法人山口学園 くずは青葉幼稚園           Ｙamaguchi Gakuen Educational Foundation 

 

 

令和５年度 監査報告書 
 

令和６年５月31日 

  学校法人山口学園 

   理事会・評議員会 御中 

 

    理事長   山口尚志 殿 

     

 
             学校法人山口学園 

 

                       監事  橋本 恵二    

 

                       監事  高島 叔孝    

 

 

 

   監事両名は、学校法人山口学園監事として、私立学校法第37条及び、学校法人山 

  口学園寄付行為第17条に基づいて、同学園の令和５年度（令和５年４月１日から令 

  和６年３月31日）における業務及び財産の状況について理事長 山口尚志から幼稚園 

  運営の報告を聴取した。 

   また、令和５年度における資金収支計算書、事業活動収支計算書、及び貸借対照 

  表の重要書類の閲覧並びに監査法人Ｍ＆Ｇ（富永公認会計士）による監査報告書を 

  確認し、事業報告書を調査した。 

   監査の結果、監事両名は学校法人山口学園の業務及び財産の状況に関しての不正 

  行為または法令、若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められなかった。ま 

  た、財務に関する計算書類は、学校法人会計基準に準拠し、且つ前年度会計と同一 

  の基準に従って継続して適用されており、更に計算書類の表示方法も同様であると 

  認められた。 

   因って、学校法人山口学園の令和６年３月31日現在の財務状況及び同日を以て終 

  了する会計年度の経営状況を適正に表示されているものと認める。 

 

   学校法人山口学園と私との間には、私立学校法第38条第５項に定める外部監事で 

  あり、学校法人山口学園寄付行為第１２条第２項並びに第３項の規定による特殊の 

  利害関係はない。 
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 学校法人山口学園 くずは青葉幼稚園           Ｙamaguchi Gakuen Educational Foundation 

 

      資金収支計算書 （単位＝円） 

 

  事業活動収支計算書 （単位＝円） 

収入の部   

科  目 金  額 

学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 ６７，４２４，８９７ 

手 数 料 収 入 １７０，０００ 

寄 付 金 収 入 ３７２，４１７ 

補 助 金 収 入 ５３，２１８，３９８ 

付随事業・収益事業収入 １８，６３１，０７０ 

受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 ２，５６６ 

雑 収 入 ５，７５７，６６７ 

前 受 金 収 入 ２，８４０，０００ 

そ の 他 の 収 入 ２６，６９７，９３７ 

資 金 収 入 調 整 勘 定 ▲８，４９５，６９９ 

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 ４１，３１１，７３１ 

収 入 の 部 合 計 ２２７，８２９，０７２ 

資 産 売 却 収 入 １９，８９８，０８８ 

借 入 金 等 収 入 ０ 

科  目 金  額 

人 件 費 支 出 １０３，９６３，８９２ 

教 育 研 究 経 費 支 出 ６，６０３，６１５ 

管 理 経 費 支 出 ２８，７５８，１２６ 

借 入 金 等 利 息 支 出 ５６０，３７８ 

借 入 金 等 返 済 支 出 １０，１２０，０００ 

施 設 関 係 支 出 ６，３２６，６５７ 

設 備 関 係 支 出 １，１５３，６３６ 

資 金 支 出 調 整 勘 定 ▲２，０１１，２１１ 

次 年 度 繰 越 支 払 資 金 ４９，２９１，７１０ 

支 出 の 部 合 計 ２２７，８２９，０７２ 

  

支出の部 

そ の 他 の 支 出 ２３，０６２，２６９ 

資 産 運 用 支 出 ０ 

教育活動 収支 

 科  目 金  額 

事 学 生 生 徒 等 納 付 金 ６７，４２４，８９７ 

業 手 数 料 １７０，０００ 

活 寄 付 金 ３７２，４１７ 

動 経 常 費 等 補 助 金 ５３，２１８，３９８ 

収 付 随 事 業 収 入 １８，６３１，０７０ 

入 雑 収 入 ５，７５７，６６７ 

 教 育 活 動 収 入  計  １４５，５３５，１９５ 

同 人 件 費 １０５，９７６，３９２ 

上 教 育 研 究 経 費 ６，８４０，５１２ 

支 管 理 経 費 ４１，４９０，８３５ 

出 教 育 活 動 支 出  計 １５４，３０７，７３９ 

 教 育 活 動 収 支 差 額 ▲８，７７２，５４４ 

   

参 事 業 活 動  収 入 １４６，６６２，４９６ 

考 事 業 活 動  支 出 １５４，８６８，１１９ 

教育活動外 収支   

 科  目 金  額 

収 受 取 利 息 ・ 配 当 金 ２，５６６ 

入 教 育 活 動 外 収 入 計 ３９，２５４ 

支 借 入 金 利 息 ５６０，３７８ 

出 教 育 活 動 外 支 出 計 ５６０，３７８ 

 教育活動外収支差額 ▲    ５１８，５５８ 

 経 常 収 支 差 額 ▲  ９，２９１，１０２ 

 特別収支 資産売却差額  １，０８５，４８１ 

 特別収支 資産処分差額  ２ 

 特 別 収 支 差 額 １，０８５，４７９ 

 予 備 費 － 

 基本金組入前当年度収支差額 ▲  ８，２０５，６２３ 

 基 本 金 組 入 額 合 計 ▲ １２，６５５，７４３ 

 当 年 度 収 支 差 額 ▲ ２０，８６１，３６６ 

 前 年 度 繰 越 収 支 差 額 ▲２３７，３３０，９１２ 

 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 ▲２５８，１９２，２７８ 

   

   

 その他の教育活動外支出 ０ 
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資産の部 前年度末  本年度末 増減 

固定資産 ６２０，６２５，８６０ ６１５，０４７，７９５ ▲ ５，５７８，０６５ 

流動資産 ６５，３９１，１９３ ５４，３１３，２０７ ▲１１，０７７，９８６ 

資産の部 合計 ６８６，０１７，０５３ ６６９，３６１，００２ ▲１６，６５６，０５１ 

    

負債の部 前年度末  本年度末 増減 

固定負債 ８４，３５６，０００ ７５，３２８，５００ ▲ ９，０２７，５００ 

流動負債 １６，１８６，１３９ １６，７６３，２１１ ▲   ５７７，０７２ 

負債の部 合計 １００，５４２，１３９ ９２，０９１，７１１ ▲ ８，４５０，４２８ 

純資産の部 前年度末  本年度末 増減 

基本金 ８２２，８０５，８２６ ８３５，４６１，５６９ ３，８７７，８００ 

繰越収支差額 ▲ ２３７，３３０，９１２ ▲ ２５８，１９２，２７８ ▲４，３２４，２８８ 

純資産の部 合計 ５８５，４７４，９１４ ５７７，２６９，２９１ ▲  ４４６，４８８ 

負債及び純資産の部合計 ６８６，０１７，０５３ ６６９，３６１，００２ ▲１４，７７５，７６８ 

１．資産総額 ６６９，３６１，００２   

固定資産 ６１５，０４７，７９５ 土地・建物・構築物・教育研究用機器備品・図書 

流動資産 ５４，３１３，２０７ 現金・預金 

２．負債総額 ９２，０９１，７１１   

固定負債 ７５，３２８，５００ 長期借入金・退職給与引当金 

流動負債 １６，７６３，２１１ 短期借入金・未払金・前受金・預り金 

３．正味財産 ５７７，２６９，２９１  

学校法人山口学園 くずは青葉幼稚園           Ｙamaguchi Gakuen Educational Foundation 

 

   貸 借 対 照 表 （単位＝円） 

   財 産 目 録    （単位＝円） 

令和５年度・2023年度 

学校法人山口学園の計算書類等、以上の通り公開します。 

 

令和６年５月31日 

学校法人山口学園  

くずは青葉幼稚園 

          理事長  山口 尚志 


